
大分県介護施設等に対するサービス継続支援（食材料費支援）事業補助金交付要綱

（趣旨）

第１条 知事は、介護保険施設等が、物価上昇の影響がある中でも、食事提供というサービスを円

滑に継続できるよう食料品の購入費等を支援するため、予算の定めるところにより大分県介護施

設等に対するサービス継続支援（食材料費支援）事業補助金（以下「補助金」という。）を交付す

るものとし、その交付については、大分県補助金等交付規則（昭和５６年大分県規則第３４号。

以下「規則」という。）に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。         

（補助対象者）

第２条 この補助金の交付対象者は、交付申請日時点において、大分県内の次の各号の介護保

険施設等（令和７年４月１日から交付申請日までの全期間において事業を休止している施設等

を除き、高齢者へのサービス提供に当たり、介護保険法及び老人福祉法等で規定される設備

基準、人員基準、運営基準を満たすもの。以下「交付対象施設等」という。）を所管し、今後も事

業を継続する意思を有する者とする。

（１） 介護老人福祉施設 （地域密着型介護老人福祉施設を除く）

（２） 介護老人保健施設

（３） 介護医療院

（補助対象経費等）

第３条 この補助金は、国の実施要綱に基づき、国の補正予算成立日（令和７年１２月１６日）から

交付申請日までの間に交付対象者が負担した食料品の購入費等（総事業費から寄付金その他

の収入額を控除した額。消費税及び地方消費税相当額を除く。）を対象とし、令和７年４月１日

時点の定員１人当たり１８，０００円を上限として、国の令和７年度介護保険事業費補助金（介護

施設等に対するサービス継続支援事業）の交付決定額の範囲内で交付する。この場合、千円

未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。ただし、令和７年４月２日以降に新

たに事業を開始した交付対象施設等の場合は、その指定等の日時点の定員をもとに算出する。

（補助金の交付申請、請求）

第４条 規則第３条第１項の規定による補助金の交付申請及び規則第１０条の規定による交付請

求は、次に掲げる書類により、知事が別に定める期日までに提出しなければならない。

（１） 大分県介護施設等に対するサービス継続支援（食材料費支援）事業補助金交付申請

書兼実績報告書兼交付請求書（第 1 号様式）

（２） その他知事が必要と認める書類

  申請者の振込先口座情報がわかる通帳の写し等



（補助条件）

第５条 規則第５条の規定による補助条件は、次のとおりとする。

（１） 補助事業の内容又は経費の配分の変更（知事が定める軽微な変更を除く。）をする場合

は、速やかに知事の承認を受けなければならない。

（２） 事業を中止し、又は廃止する場合には、速やかに知事の承認を受けなければならない。

（３） 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、速や

かに知事に報告してその指示を受けなければならない。

（４） 事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠

書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を補助金の額の確定の日（事業の中止又は廃

止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日）の属する年度の終了後５年間保管してお

かなければならない。

（５） 補助金の交付を受けた後に、交付対象者の要件に該当しないことが明らかとなった場合

又は偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたと知事が認める場合には、交付され

た補助金を返還しなければならない。

（６） 暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）

第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）又は暴力団（同法第２条第２号に規定

する暴力団をいう。）若しくは暴力団員と密接な関係を有する者であってはならない。

２ 規則第５条第１項第１号の規定による知事の定める軽微な変更の範囲は、補助金の交付額

に変更を及ぼさない変更とする。

（補助金の交付決定の通知）

第６条 知事は、交付申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに交付

の決定をし、規則第６条の規定に基づき第２号様式によりその決定の内容を申請者に通知す

る。

（申請の取下げのできる期間）

第 7 条 規則第７条第 1 項の規定により申請の取下げをすることのできる期間は、交付決定の通

知を受けた日から起算して１５日を経過する日までとする。

（補助金の交付方法）

第 8 条 この補助金は、精算払の方法により交付する。ただし、知事が必要と認める場合は、 概算

払の方法により交付することができる。

（実績報告、補助金の額の確定）



第 9 条 規則第１２条に規定による実績報告は、第４条第１項に定める申請書の提出をもって行っ

たものとし、規則第１３条による補助金の額の確定は、第６条に定める交付の決定をもって確定し

たものとみなす。

（交付決定の取消し）

第 10 条 知事は、交付対象者が、補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令

等又は知事の命令若しくは指示に違反したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り

消すことができる。

２ 前項の規定は、交付すべき補助金の額を確定した後においても適用があるものとする。

３ 知事は、第１項の規定による取消しをしたときは、規則第１６条の規定に基づき大分県介護施設

等に対するサービス継続支援（食材料費支援）事業補助金交付決定(一部・全部)取消通知書

（第３号様式）により申請者に通知し、既に補助金の交付を行っている場合は全部又は一部の

返還を求めるものとする。

（検査及び報告）

第 11 条 知事は、この補助金の適正な支出のため、必要に応じて交付対象者に対し、検査、報

告その他必要な措置を求めることができる。交付対象者は、検査及び報告等の求めがあったと

きは、これに応じなければならない。

（不当利得の返還）

第 12 条 知事は、補助金の交付を受けた後に、交付対象者の要件に該当しないことが明らかとな

った者又は偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた者に対して、交付を行った補助

金の返還を命ずるものとする。

（その他）

第 13 条 その他必要な事項は、知事が別に定めるものとする。

附 則

この要綱は、令和７年度２月補正予算から適用する。





　（裏面）

（誓約事項）

私は、下記の事項について誓約します。
なお、県が必要な場合には、大分県警察本部に照会することについて承諾します。　
また、照会で確認された情報は、今後、私が、大分県と行う他の契約における確認に利用することに
同意します。

１　自己又は自己の役員等は、次の各号のいずれにも該当しません。
  （１） 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）　　
　　　第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）
  （２） 暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）
  （３） 暴力団員が役員となっている事業者
  （４） 暴力団員であることを知りながら、その者を雇用・使用している者
  （５） 暴力団員であることを知りながら、その者と下請契約又は資材、原材料の購入契約等　　　 

を締結している者
  （６） 暴力団又は暴力団員に経済上の利益又は便宜を供与している者
  （７） 暴力団又は暴力団員と社会通念上ふさわしくない交際を有するなど社会的に非難され        

る関係を有している者
  （８）暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者

 ２　１の（１）から（８）までに掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の     
団体又は個人ではありません。







第２号様式（第６条関係）                                  （公 印 省 略）

介護施設等に対するサービス継続支援（食材料費支援）事業補助金交付決定通知書

高齢福第        号

令和  年  月   日

                   殿

大分県知事

年  月  日付けで交付申請のあった大分県介護施設等に対するサービス継続支

援（食材料費支援）事業補助金については、下記のとおり交付決定（確定）したので、大分県介護

施設等に対するサービス継続支援（食材料費支援）事業補助金交付要綱第６条の規定により通知

します。

                              記

１ 補助金の交付決定額          金             円

２ 補助条件

（１） 補助事業の内容又は経費の配分の変更（知事が定める軽微な変更を除く。）をする場合

は、速やかに知事の承認を受けなければならない。

（２） 事業を中止し、又は廃止する場合には、速やかに知事の承認を受けなければならない。

（３） 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、速や

かに知事に報告してその指示を受けなければならない。

（４） 事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠

書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を補助金の額の確定の日（事業の中止又は廃

止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日）の属する年度の終了後５年間保管してお

かなければならない。

（５） 補助金の交付を受けた後に、交付対象者の要件に該当しないことが明らかとなった場合

又は偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたと知事が認める場合には、交付され

た補助金を返還しなければならない。

（６）暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号） 第

２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）又は暴力団（同法第２条第２号に規定す

る暴力団をいう。）若しくは暴力団員と密接な関係を有する者であってはならない。



第３号様式（第１０条関係）

高齢福第       号

令和   年  月  日

殿

                        大分県知事

大分県介護施設等に対するサービス継続支援（食材料費支援）事業補助金

交付決定(一部・全部)取消通知書

令和 年 月 日付け高齢第 号で交付決定しました標記補助金については、大分県介護施設

等に対するサービス継続支援（食材料費支援）事業補助金交付要綱第１０条の規定により、下記

のとおり交付を(一部・全部)取り消しましたので通知します。

記

１ 交付決定額 金        円

２ 交付取消額 金        円

３ 取消し理由


